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令和７年２月１４日

人 事 院 事 務 総 長

「育児休業等の運用について」の一部改正について（通知）

「育児休業等の運用について（平成４年１月１７日職福―２０）」の一部を下

記のとおり改正したので、令和７年４月１日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

第１４ 各省各庁の長等が講ずべき 第１４ 各省各庁の長等が講ずべき

措置等関係 措置等関係

１・２ （略） １・２ （略）

３ 規則第３２条第１項の「人事 ３ 規則第３２条第１項の「人事

院が定める事項」は、次に掲げ 院が定める事項」は、次に掲げ

る事項とする。 る事項とする。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶ 国家公務員共済組合法（昭 ⑶ 国家公務員共済組合法（昭

和３３年法律第１２８号）第 和３３年法律第１２８号）第



６８条の２第１項に規定する ６８条の２第１項に規定する

育児休業手当金、同法第６８ 育児休業手当金その他これに

条の３第１項に規定する育児 相当する給付に関する必要な

休業支援手当金その他これに 事項

相当する給付に関する必要な

事項

⑷ （略） ⑷ （略）

４～８ （略） ４～８ （略）

以 上


